
令和８年度愛知産ジビエ消費拡大事業委託業務仕様書 

 

１ 委託事業名 

令和８年度愛知産ジビエ消費拡大事業委託業務 

 

２ 業務の目的 

農作物被害防止のために捕獲したイノシシとニホンジカの肉（ジビエ）を貴重な

地域資源と位置づけ、「愛知産ジビエ」としてその取組への理解や活用を進めること

は、中山間地域の活性化を図るとともに、農作物被害の軽減にもつながり、ひいて

は農業者の離農防止に寄与する。 

消費者のジビエに対する認知度が低いことから、ジビエの消費拡大に向けたイベ

ントを実施し、需要を拡大させる必要がある。 

このため、愛知県内で開催されるイベントへのブース出店等により愛知産ジビエ

をＰＲし、ジビエの消費拡大を図る。 

 

３ 委託期間 

契約締結日から令和９年２月 26 日（金）まで 

 

４ 業務の内容 

(1) イベント出店等によるＰＲ 

愛知県内で開催される食に関するイベントへの出店若しくは愛知県内でイベン

トを開催し、愛知産ジビエを使った商品を販売すること等により、ジビエの消費

拡大を図る。（２回以上） 

なお、令和８年９月５日（土）から６日（日）まで久屋大通公園（名古屋市中

区）で開催される「ふるさと全国県人会まつり」へのブース出店が可能となった

場合は出店すること。 

(2) 調理講習会の開催 

将来の需要が見込まれる調理師専門学校等の学生を対象に、愛知産ジビエを食

材とする調理講習会を開催する。 

 (3) その他、ＢtoＢイベントの開催等愛知産ジビエの消費拡大につながる業務を実

施する。 

 

５ 実績報告書の提出 

委託業務終了後、委託業務完了報告書（実績報告書）を契約期間内に提出するこ

と。 

(1) 提出部数等 

ア 委託業務完了報告書（実績報告書）（Ａ４縦版、横書き）２部 

イ アの電子データ（電子メール添付で提出）一式 

 

 



(2) 提出先 

愛知県農業水産局農政部農業振興課 農村対策グループ 

〒460-8501 名古屋市中区三の丸３－１－２ 

E-mail：nogyo-shinko@pref.aichi.lg.jp 

(3) その他 

実績報告書は、委託者と内容を検討の上、作成すること。 

 

６ その他 

(1) 受託者は、受託業務の実施に当たり、県と十分な打合せを行うとともに、作業

の進捗状況を随時、県に報告すること。 

(2) 受託者は、業務の遂行上必要と認められるものであって、本仕様書の解釈に疑

義が生じた事項及び仕様書に明記していない事項については、委託者と協議し、

委託者の指示に従わなければならない。 

(3) 受託者は、打合せのための資料作成及び議事録等の作成を行う。 

(4) 受託者は、本事業に係る会計実地検査が行われる場合は、協力すること。 

(5) 委託者職員は、随時、委託事業の実施に立ち会うことができるものとすること。 

(6) 採用された企画の著作権は、委託者に帰属するものとする。 

(7) 受託者は、成果物について、第三者の著作権等の権利を侵害していないことを

保証すること。 

(8) 委託業務完了報告書、請求書については委託者が別途用意する様式を使用する

こと。 
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